
平成28年7月末時点の整理　健康増進課

個別
支援

・母子手帳交付 ・新生児訪問（こんにちは赤ちゃん事業）・1歳６か月健診 ・3歳児健診

・10か月相談 ・2歳児歯科検診

・養育支援ネット（（医療機関からの要支援母子の連絡） ･育児教室等

出産～出生1か月～３・4か月～ 1歳～ 2歳～ 3歳～ 4歳～ 5歳～

　環境・養育の支援→　家庭児童相談室に引き継ぐ
　児の障害等への支援→　障害福祉課・相談支援事業所へ引き継ぐ
　母親の精神疾患等→精神保健福祉担当へ引き継ぐ

個別支援プランの例

母子手帳交付時に各自の出産予定日に合わせたスケジュール等の案内を実施・担当保健師について説明する

（２）ハイリスクプラン【個別支援プラン　産後うつ・シングル・若年・病弱・多子・環境等】

　　　①10代でシングルマザーの場合
母子手帳交付時に把握して、（１）のスケジュールや担当保健師があることを説明　養護や環境上の課題について個別支援プランを作成支援する。

経済的支援等について、一人親家庭担当課等と連携する。

　　　②母親が精神的に不安定で養育が困難　家族支援も少ない場合

母親の精神的な治療の支援や児の養育について関係機関（こども家庭センター･保育所等）と連携して個別支援プランを作成して支援する。

（３）ハイリスクプラン（発達経過観察や療育が必要な場合のプログラム）
児の発達や療育支援のためのプログラム（母子保健事業として既実施）により支援する。

子育て世代包括支援センター(母子保健包括支援センター）開設後の母子保健事業概略

（１）ポピレーションプランのみ作成の場合（8割程度の妊婦を想定）

＜就学時に継続的な支援が必要な場合は、次の支援機関につなぐ＞

・5歳児発達相談・健診
各種
事業

現在
の事
業

時期 妊娠期 就学

・乳児健診

・健診等で発達や療育の支援が必要になった場合は、個別支援を行い、経過をサポートファイルにして（保護者の同意を得て）学校へ引き継ぐ

＜妊婦全員対象＞

母子手帳交付時に予定日に

合わせた妊娠出産スケ

ジュール等の説明や担当保

健師の説明を行う【ポピレー

ションプランの作成】

<妊婦全員対象＞

担当保健師から電話

や訪問で妊娠中の相

談等を行う。

現在の事業

新規事業

産前産後サポート事業：助産師等に
よる専門家の相談と子育て経験者等相談

しやすい「話し相手」による相談支援･･母

子保健事業との連携を図る

産後ケア:宿泊型・西播磨圏域の
産婦人科や助産所等で委託して

実施・デイサービス型アウトリーチ

型については検討中

個別支援プラン作成：環境・養育等の支援が必要な場合は、個別支援プラン【ハイリスクプラン】を作成・関係機関と会
議等で情報共有を図り、連携して、支援を行う。適宜、進捗管理のための会議を行い、評価（終了・変更・継続等）する。


